
調査結果（ 市 町 村 ） 

別添資料１ 



障害者相談支援事業について 

      

  

  

１ 

  

  

➀982 

56% 

➁584 

34% 

➂175 

10% 

障害者相談支援事業の実施形態 

①単独で実施 

②複数市町村

共同で実施 

③単独＋複数

市町村共同で

実施 

  
市町村数：1,741 

➀1,428 

82% 

➁255 

15% 

➂42 

2% 
➃16 

1% 

障害者相談支援事業の運営方法 

①３障害一元化して実

施 

②障害種別ごとに実施 

③地域包括支援セン

ターと一体的に実施

（３障害一元化） 

④その他 

  

  

※ 「地域包括支援センターと一体的に実施（３障害一元化）」と、「３障害 
 一元化して実施」又は「障害種別ごとに実施」の場合は、「地域包括支援 
 センターと一体的に実施（３障害一元化）」に集計  

※ 「３障害一元化して実施」と「障害種別ごとに実施」の場合は、「３障害 
 一元化して実施」に集計 

市町村数：1,741 

➀502 

29% 

➁932 

54% 

➂214 

12% 

➃93 

5% 

障害者相談支援事業の対応日 

①365日対応して

いる 

②平日（月～金）

のみ対応してい

る 
③平日（月～金）

＋土曜日対応し

ている 
④その他 

  市町村数：1,741   市町村数：1,741 

➀184 

10% 

➁603 

35% 

➂954 

55% 

障害者相談支援事業の対応時間 

①24時間対応

（夜間は宿直に

より対応） 

②24時間対応

（夜間は携帯電

話により対応） 

③24時間対応し

ていない 

市町村数：1,741 

➀171 

10% 

➁1,273 

73% 

➂297 

17% 

障害者相談支援事業の実施方法 

①直営で実施 

②指定特定・指定

一般・指定障害児

相談支援事業所に

委託で実施 

③直営で実施＋指

定特定・指定一般・

指定障害児相談支

援事業所に委託で

実施 

    
市町村数：1,741 

➀126 

7% 

➁360 

21% 

➂16 

1% 

➃58 

3% 

➄243 

14% 

➅938 

54% 

障害者相談支援事業の対応日・対応時間 

①365日対応＋24時間

（夜間は夜勤又は宿

直）対応 
②365日対応＋24時間

（夜間は携帯）対応 

③365日対応＋24時間

対応なし 

④365日対応していな

い＋24時間（夜間は夜

勤又は宿直）対応 
⑤365日対応していな

い＋24時間（夜間は携

帯 
⑥365日対応していな

い＋24時間対応なし 

    

  市町村数：1,741 

365日対応+24時間対応 
486  28％ 



障害者相談支援事業について 

２ 

 
 
○ 229.9億円 
  

※ 地域活動支援センターⅠ型が行う相談支援業務以外の事業費や居住サポート事業費などを含めて報告している市町村が存在するた
め、必ずしも正確な市町村の相談支援に係る委託費の予算額とはなっていない。 

  
※ 1,741市町村のうち相談支援を指定相談支援事業者へ委託している市町村数（1,570市町村）で単純に割った場合、1市町村当たり

1,464万円。 
      （委託している市町村（1,570市町村）の中には、「委託」のみの市町村と、「直営＋委託」を組み合わせている市町村の両方が含まれて
いることに注意が必要。） 

 

障害者相談支援事業に係る委託費の予算額の総計（Ｈ２８年度） 

  

  

➀513 

29% 

➁1,228 

71% 

ピアカウンセリングの実施状況 

①実施 

②未実施 

  

市町村数：1,741 

402  
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369  
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ピアカウンセリングの実施状況（対象障害別） 

  実施市町村数：513 



３ 

（参考）障害者相談支援事業を直営又は直営＋委託で行う場合の「直営部分」の実施状況 

    

  
    

  
  

  

  

  

    

  

➀420 

83% 

➁59 

12% 

➂16 

3% 

➃4 

1% 

➄5 

1% 

窓口の設置場所 

①市町村役所 

②公共施設 

③障害福祉サービス事業所内 

④障害者支援施設 

⑤その他 

    

  
    

  
直営部分の窓口数：504 

①610 

②936 

③333 ④325 

⑤120 

➅220 

⑦42 

⑧437 
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専門的職員の人数 

①社会福祉士 

②保健師 

③精神保健福祉士 

④看護師・准看護師 

⑤介護福祉士 

⑥介護支援専門員 

⑦臨床心理士 

⑧その他の専門的職員 

  

  

  

  

相談支援の業務に従事する者の人数 ：3,048 

※１人の者が複数の資格を有する場合は、複数に人数を計上 

①42 

 48% 

②21 

 24% 

③24 

 28% 

ピアカウンセラーの人数 

①身体障害 

②知的障害 

③精神障害 

    

  

ピアカウンセラーの人数：87 



４ 

（参考）障害者相談支援事業を直営又は直営＋委託で行う場合の「直営部分」の実施状況 

                    

  

                    

  

            

  

  

  

  

    

  

①44 

 9% 

②436 

 86% 

➂10 

 2% 

④14 

 3% 

対応日 

①365日 

②平日 

（月～金） 

③平日＋土曜日 

④その他 

            
直営部分の窓口数：504 

①52 
 10% 

②32 

 7% 

③420 

 83% 

対応時間 

①24時間対応

（夜間は宿直） 

②24時間対応

（夜間は携帯） 

③24時間対応し

ていない 

        

  

            
直営部分の窓口数：504 

①24 

 5% 

②18 

 3% 

③2 

 0% 

④28 

 6% 

⑤14 

 3% 

➅418 

 83% 

対応日・対応時間 

①365日対応＋24時

間（夜間は夜勤又は

宿直）対応 

②365日対応＋24時

間（夜間は携帯）対応 

③365日対応＋24時

間対応なし 

④365日対応していな

い＋24時間（夜間は

夜勤又は宿直）対応 

⑤365日対応していな

い＋24時間（夜間は

携帯 

⑥365日対応していな

い＋24時間対応なし 

        

  

            直営部分の窓口数：504 
365日対応+24時間対応 

42 8％ 

①421 

 83% 

②28 

 6% 

③19 

 4% 
④36 

 7% 

相談支援事業の障害種別等別の対象者 

①3障害＋障害児 

②3障害のみ 

③障害児のみ 

④その他 

    

  

直営部分の窓口数：504 

①36 ②35 

③18 

④46 

⑤108 
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他機関と一体的に総合的な窓口を設置している窓口 

①地域包括支援センター関係 

②保健・子育て・発達支援関係 

③就労支援関係 

④市町村総合相談関係 

⑤虐待防止センター関係 

  

  

  

  

一体的に総合的な窓口を 
設置している窓口数:147 

※１つの窓口が複数の関係機関と一体的に総合的な窓口を設置している場合は、複数計上 



５ 

基幹相談支援センターについて 

      

  

      

  
    

  

  

  

              

➀269 

15% 

➁200 

12% 

➂4 

0% 

➃14 

1% 

➄1,254 

72% 

基幹相談支援センターの設置状況 

①市町村単独で設置 

②複数市町村共同で設置 

③市町村単独＋複数市町

村共同で設置 

④平成28年度中に設置予

定 

⑤平成28年度においては

設置予定はない 

      

  

  市町村数：1,741 

➀116 

22% 

➁137 

26% ➂140 

26% 

➃22 

4% 

➄119 

22% 

窓口の設置場所 

①市町村役所 

②公共施設 

③障害福祉サービス事業所内 

④障害者支援施設 

⑤その他 

    

  
    

  設置箇所数：534 

➀88 

16% 

➁446 

84% 

基幹相談支援センターの設置方法 

①直営で設置 

②指定相談支

援事業所に委

託 

    

  

  
設置箇所数：534 

➀31 

7% 

➁81 

18% 

➂331 

74% 

④3 

1% 

委託により設置する場合の委託先の 

相談支援に係る指定状況 

①一般相談支援事業

所の指定あり 

②特定相談支援事業

所の指定あり 

③一般+特定相談支援

事業所の指定あり 

④一般+特定相談支援

事業所の指定なし 

      
委託により設置している箇所数：446 

➀378 

85% 

➁68 

15% 

委託により設置する場合の 

障害者相談支援事業の委託状況 

①委託あり 

②委託なし 

      
委託により設置している箇所数：446 



基幹相談支援センター等機能強化事業について 

６ 

  

  
  

  

  

➀816 

47% 

➁925 

53% 

基幹相談支援センター等機能強化事業の実

施状況 

①実施 

②未実施 

    
市町村数：1,741 

➀626 

➁125 

➂564 

➃375 
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基幹相談支援センター等機能強化事業の専門職員の資格 

①社会福祉士 

②保健師 

③精神保健福祉士 

④その他 

  
  

  

  実施市町村数：816 



７ 

住宅入居等支援事業（居住サポート事業）について 
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住宅入居等支援事業の実施状況（経年比較） 

実施市

町村数 

実施率 

※平成23年4月1日の実施状況は、被災３県を除くデータ。 

①257 

 15% 

②1,484 
 85% 

住宅入居等支援事業の実施状況 

①実施 

②未実施 

    
市町村数：1,741 

➀22 

9% 

➁226 

85% 

➂6 

2% 

➃11 

4% 

住宅入居等支援事業の実施方法 

①直営で実施 

②指定相談支援事業者

に委託で実施 

③不動産業者に委託で

実施 

④その他 

  

※ 複数の実施方法で実施している場合、ダブルカウントしているため、合計数は 
  実施市町村数と一致しない。 

  実施市町村数：257 

①32 

②218 

③88 

④190 

⑤16 
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住宅入居等支援事業の実施内容 

①障害者向け住宅の確保、リス

トの作成 

②入居支援（不動産業者に対す

る物件斡旋依頼、家主等との入

居契約手続き支援） 

③24時間支援（緊急対応が必要

となる場合における相談支援、

関係機関との連絡・調整等、必

要な支援を行う） 

④居住支援のための関係機関

によるサポート体制の調整 

    

実施市町村数：257 

※経過的取扱い 
  現に障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対す 
 る入居支援及び居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整及び２４時間支援について 
 は、地域移行支援・地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過的に実施できるもの。 
 
 

⑤その他 



住宅入居等支援事業（居住サポート事業）について 

８ 

【住宅入居等支援事業の実利用者数】 

   3,059人 
  
（内訳） 
 ・入居支援の実利用者数 
    454人 
（一般住宅への入居に結びついた実利用者数 420人） 

 ・２４時間支援の登録者数 
    652人 

住宅入居等支援事業の実利用者数等（Ｈ27年度） 

実施市町村数：257 



成年後見制度利用支援事業について 

９ 

  

        

504  560  
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28% 31% 

38% 40% 
46% 

71% 

76% 78% 81% 
84% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

実
施
率

 

実
施
市
町
村
数

 

成年後見制度利用支援事業の実施状況（経年比較） 

実施市

町村数 

実施率 

※平成23年4月1日の実施状況は、被災３県を除くデータ。 

①1,470 

 84% 

②53 

 3% 
③218 

 13% 

成年後見制度利用支援事業の実施状況 

①実施 

②Ｈ28年度中に実

施予定 

③未実施 

    
市町村数：1,741 

①870 

 59% 

②600 

 41% 

成年後見制度利用支援事業の対象者 

①市町村長申立てのみ 

②市町村長申立て以外も含む 

      

実施市町村数：1,470 



成年後見制度利用支援事業について 

１０ 

成年後見制度利用支援事業の助成額（Ｈ２７年度） 

 
【助成額総額】 
○申立費用のみ助成：11,088,660円 
○成年後見人等の報酬のみ助成：282,162,466円 
○申立費用及び成年後見人等の報酬を助成：33,899,903円 
○合計：327,151,029円 

 
【利用者１人当たりの平均助成額（年間）】 
○申立費用のみ助成：16,826円 
○成年後見人等の報酬のみ助成：230,337円 
○申立費用及び成年後見人等の報酬を助成：103,669円 
※ 助成額総額（全国ベース）を利用者数（助成対象別）（Ｈ27年
度）で単純に割った場合の助成額 

利用者数：    2,211 
実施市町村数： 1,470 
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成年後見制度利用支援事業の利用者数（経年比較） 

※平成22年度の利用者数は、被災３県を除くデータ。 

①659 

 30% 

②1,225 

 55% 

③327 

 15% 

成年後見制度利用支援事業の利用者数（助成対象別） 

①申立費用のみ助成 

②成年後見人の報酬のみ助成 

③申立費用及び成年後見人の報

酬を助成 

          
利用者数：2,211 



成年後見制度法人後見支援事業について 

１１ 

                    

①188 

 11% 

②79 
 5% 

③111 

 6% 

④1,363 

 78% 

成年後見制度法人後見支援事業の実施状況 

①単独で実施 

②複数市町村共同で実施 

③H28年度中に実施予定 

④未実施 

                    市町村数：1,741 

①78 

 29% 

②189 

 71% 

成年後見制度法人後見支援事業の実施方法 

①直営 

②委託 

実施市町村数：267 

①149 

 28% 

②145 

 27% 

③160 

 30% 

④84 

 15% 

成年後見制度法人後見支援事業において実施している事業内容 

①法人後見実施のための

研修 

②法人後見の活動を安定的

に実施するための組織体制

の構築 

③法人後見の適切な活動

のための支援 

④その他、立ち上げ支援な

ど、法人後見の活動の推進 

実施市町村数：267 

※ 複数の事業を実施している場合、ダブルカウントしているため、合計数は 
  実施市町村数と一致しない。 



（自立支援）協議会について 

１２ 
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（自立支援）協議会の設置状況（経年比較） 

設置市

町村数 

設置率 

※平成23年4月1日以前の設置状況は、地域自立支援協議会の設置状況。 
※平成23年4月1日の設置状況は、被災３県を除くデータ。 

➀ 

1,696 
97% 

➁45 

3% 

（自立支援）協議会の 

設置状況 

①設置 

②未設置 

  

    
市町村数：1,741 

➀945 

79% 

➁203 

17% 

➂48 

4% 

（自立支援）協議会の事務局の 

運営方法 

①直営で実施 

②委託で実施 

③その他 

    

  

  

協議会数：1,196 

58％（693 ） 
17％（206） 

3％（33）  
55％（661） 

17％（198） 
19％（229 ） 

24％（291） 
66％（792） 

13％（155） 
8％（93） 

54％（643） 
50％（593） 

28％（329） 
18％（221） 

81％（967） 
17％（204） 
18％（210） 

75％（893） 
65％（773） 

87％（1,037） 
10％（122） 

40％（474） 
30％（355） 

72％（863） 

0 200 400 600 800 1,000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他 
地域住民の代表者 

主任児童委員 
民生委員・児童委員 
知的障害者相談員 
身体障害者相談員 

都道府県(行政職員) 
市町村(行政職員) 

児童相談所 
保育所 

保健所・保健センター 
公共職業安定所（ハローワーク） 

大学等（学識経験者など） 
権利擁護関係団体(権利擁護関係者) 

障害当事者団体・障害当事者(障害者相談員を除く) 
高齢者介護の関係機関 

民間企業 
教育関係機関（特別支援学校など） 

医療機関（病院・診療所など） 
障害福祉サービス事業者 
発達障害者支援センター 

障害者就業・生活支援センター 
指定一般・特定・障害児相談支援事業者（相談支援事業の委託なし） 
指定一般・特定・障害児相談支援事業者（相談支援事業の委託あり） 

各機関に所属している者をメンバーとしている協議会の割合 

（自立支援）協議会の構成メンバー（所属別） 
  協議会数：1,196 



      

（自立支援）協議会 専門部会について 

１３ 

        

０回 

228 

19% 

１回 

338 

28% 

２回 

350 

29% 

３回 

145 

12% 

 

４回 

以上 

135 

12% 

（自立支援）協議会の開催実績※専門

部会を除く 

０回 

１回 

２回 

３回 

４回以上 

設置市町村：1,196 

➀900 

75% 

➁296 

25% 

（自立支援）協議会専門部会の設置状況 

①設置 

②未設置 

      

協議会数：1,196 
846  
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71  
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（自立支援）協議会の専門部会の種類 

①課題別 

②障害別 

③地域別 

④その他 

    専門部会設置 
協議会数：900 

➀ 

223 ➁ 

171 

➂ 

50 

➃ 

611 
➄ 

528 

➅ 

560 

➆ 

430 

➇ 

152 

➈ 

317 
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100

200

300

400

500

600

700

設
置
数

 

専門部会（課題別）の設置状況 

①権利擁護関係 

②地域移行関係 

③退院促進関係 

④就労関係 

⑤子ども関係 

⑥相談支援係 

⑦地域生活・生活

支援関係 

⑧精神関係 

⑨その他 

専門部会（課題別）設置数：846 

➀ 

963  
➁ 

829 
➂ 
332 

➃ 

3,031 

➄ 

2,701 

➅ 

3,700 
➆ 

2,759 

➇ 
874 

➈ 

2,381  
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専門部会（課題別）の開催実績 

①権利擁護関係 

②地域移行関係 

③退院促進関係 

④就労関係 

⑤子ども関係 

⑥相談支援係 

⑦地域生活・生

活支援関係 

⑧精神関係 

➈その他 

    
専門部会（課題別）設置数：846 

4.3 4.9 
6.6 

5.0 

5.1 

6.6 

6.4 

5.8 

※ グラフ上の数値は１部会あたりの年間開催回数 

7.5 



指定特定・指定障害児相談支援事業所等について 

１４ 

    

  
    

  

    

  
    

  

1,801  1,851  1,778  1,964  1,691  2,032  2,252  1,952  2,067  

934  1,062  1,065  943  1,160  

2,529  

3,690  

5,975  
6,617  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Ｈ20年4月 Ｈ21年4月 Ｈ22年4月 Ｈ23年4月 Ｈ24年4月 Ｈ25年4月 Ｈ26年4月 Ｈ27年4月 Ｈ28年4月 

指定特定・指定障害児相談支援事業所数（経年比較） 

市町村から障害

者相談支援事業

の委託を受けて

いない事業所 

市町村から障害

者相談支援事業

の委託を受けて

いる事業所 

※Ｈ23年度以前のデータは、指定相談支援事業所数 
※Ｈ23年4月1日の指定相談支援事業所数は、被災３県を除くデータ。 

指定特定・指定障
害児相談支援事業
所のうち 

2,735 2,907 2,843 2,913 

7,927 

5,942 

4,561 

2,851 

8,684 
①323 

 4% 

②4,475 

 51% 

③394 

 5% 

④267 

 3% 

⑤27 

 0% 

➅1,338 

 15% 

⑦1,526 

 18% 

⑧334 

 4% 

指定特定・指定障害児相談支援事業所の運営主体 

①地方公共団体 

➁社会福祉法人 

③医療法人        

④社団・財団法人 

⑤協同組合     

⑥営利法人     

⑦特定非営利法人  

⑧その他              

    

  
    

  
指定特定・指定障害児 
相談支援事業所数：8,684 

①162 

 2% 

②574 

 7% 

③5,680 

 65% 

④1,021 

 12% 

⑤1,247 

 14% 

指定特定・指定障害児相談支援事業所の窓口の設置場所 

①市町村役所 

②公共施設 

③障害福祉サービス事業所内 

④障害者支援施設 

⑤その他 

    

  
    

  
指定特定・指定障害児 
相談支援事業所数：8,684 



指定特定・指定障害児相談支援事業所等について 

１５ 

  

  

  

  

    

  

  

①495 
 44% 

②282 
 25% 

③356 
 31% 

指定特定・指定障害児相談支援事業所に 

配置されているピアカウンセラーの人数 

①身体障害 

②知的障害 

③精神障害 

    

  
ピアカウンセラーの人数：1,133 

①5,552 

②245 

③3,701 

④663 

⑤5,590 

➅3,077 

⑦277 

⑧4,738 
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指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている専門的職員の人数 

①社会福祉士 

②保健師 

③精神保健福祉士 

④看護師・准看護師 

⑤介護福祉士 

⑥介護支援専門員 

⑦臨床心理士 

⑧その他の専門的職員 

  

  

このうち、相談支援専門員の人数：17,579 
   相談支援専門員以外の人数：4,497 

  

  

相談支援の業務に従事する者の人数：22,076 

※１人の者が複数の資格を有する場合は、複数に人数を計上 
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も併せて 
  受けている場合、指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事する者の人数も含めて計上している。 
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指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている 

相談支援専門員の人数（経年比） 

    

※Ｈ23年度以前のデータは、指定相談支援事業所に配置されている相談支援専門員の人数。 
※Ｈ23年4月1日の相談支援専門員の人数は、被災３県を除くデータ。 
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も 
  併せて受けている場合、指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事する相談支援 
  専門員の人数も含めて計上している。 



１６ 

指定特定・指定障害児相談支援事業所等について 
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他機関と一体的に総合的な窓口を設置している窓口 

①地域包括支援センター関係 

②保健・子育て・発達支援関係 

③就労支援関係 

④市町村総合相談関係 

⑤虐待防止センター関係 

  

  

  

  

一体的に総合的な窓口を 
設置している 
指定特定・指定障害児 
相談支援事業所数：304 

※１つの窓口が複数の関係機関と一体的に総合的な窓口を設置している場合は、複数計上 

①809 

 9% 

②6,231 

 72% 

③917 

 11% 

④727 

 8% 

指定特定・指定障害児相談支援事業

所の対応日 

①365日 

②平日（月～

金） 

③平日＋土

曜日 

④その他 

          
指定特定・指定障害児 
相談支援事業所数：8,684 

①168 

 2% 

②2,050 

 24% 

③6,466 

 74% 

指定特定・指定障害児相談支援事業

所の対応時間 

①24時間対応

（夜間は宿直） 

②24時間対応

（夜間は携帯） 

③24時間対応

していない 

        

  

            
指定特定・指定障害児 
相談支援事業所数：8,684 

①81 

 1% 
②643 

 7% 

③85 

 1% 

④87 

 1% 

⑤1,407 

 16% 

➅6,381 

 74% 

指定特定・指定障害児相談支援事業所の 

対応日・対応時間 

①365日対応＋24時間

（夜間は夜勤又は宿

直）対応 
②365日対応＋24時間

（夜間は携帯）対応 

③365日対応＋24時間

対応なし 

④365日対応していない

＋24時間（夜間は夜勤

又は宿直）対応 
⑤365日対応していない

＋24時間（夜間は携帯 

⑥365日対応していない

＋24時間対応なし 

        

  

          

365日対応+24時間対応 
724 8％ 

        

  

            
指定特定・指定障害児 
相談支援事業所数：8,684 

①5,235 

 60% 
②1,489 

 17% 

③495 

 6% 

④1,465 

 17% 

相談支援事業の障害種別等別の対象者 

①3障害＋障害児 

②3障害のみ 

③障害児のみ 

④その他 

    

  
指定特定・指定障害児 
相談支援事業所数：8,684 


